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２０１５春闘を勝利しよう！ＪＲ関連会社の労働条件を改善しよう！

おはようございます。春闘スタート一週間！今日は私たちの組合員がお世話

になっている関連会社への申し入れを行った報告をしたいと思います。賃金

引き上げや労働条件改善は労働者の団結を背景として勝ち取るものです。

私たちＪＲ東海労は昨日２月２３日、ＳＥＫとＳＭＴに対して、それぞれ

『労働条件の改善を求める団体交渉の申し

入れ』を行いました。

今春闘は政府主導の「官製春闘」などと揶

揄されています。賃上げ獲得にとどまらず、

労働条件改善のために共に闘おうではあり

ませんか。

ＳＥＫは、ＪＲ社員と同様な仕事をしつつ、むしろ特殊な技術力が必要な会社です。しかし、

仕事に見合った賃金と諸手当になっているのでしょうか。これは、ＪＲ東海との契約料が安いか

らです。ＪＲ東海は、今年度最高益を上げています。私たちＪＲ東海労も関連会社の契約料を上

げろと主張します。さらに、ＪＲでは、車両データ活用による検修体制の見直しや検査周期延伸

など大規模な効率化がなされようとしています。当然、ＳＥＫ社員にも労働強化として、そのし

わ寄せがきます。共に効率化反対の声を上げましょう。

≪ ＳＥＫに対する諸要求（要旨） ≫

●便器の定期交換以外の追加交換分については１台分の単価を決めて汚損手当を支給すること。

●老朽化しているエアーホースは新しい物に交換すること。

●島デッキの工具棚の鍵は、誰でも必要な時に使用できるように改善すること。

●車両データの活用による「検修体制の見直し」におけるＳＥＫ担当の作業内容を明らかにするこ

と。

●検修庫のパン点検通路において、５号車、１２号車のパンタグラフの近く（屋根上に降りる箇所）

にスリ板体置場を移設すること。

●老朽化した 200V 用コンセントは漏電の危険性があるので早急に交換すること。

●第一検修庫１１－１２番線のサービスデッキに、予備蛍光灯置場を設置すること。

●島デッキに休憩用椅子を配備すること。

●始業点呼１５分前に工具の準備など、勤務時間前の作業着手は直ちに止めること。

●ＪＲで支給されているような薄手の革手袋も作業実態に応じて支給すること。

●ＪＫビル前のバス停に屋根を設置すること。



ＳＭＴの労働条件は一昨年のダイヤ改正以降の事業所の再編、統合によって前にも増して厳し

いものになっています。作業の徹底したマニュアル化と監視、労災・安全対策を口実にした責任

追及、「声掛け」なる社員相互の指摘し合いの強要など、労働条件は悪くなる一方です。「喚呼

の声が小さい」「止まる場所が違う」など、本来の主旨から逸脱して社員管理に捻じ曲げられて

います。社員は疲れ切っています。このような現状を改善しない限り、安全で快適な職場は構築

できません。

また、社員の定着率は依然として良くなっていません。新規採用をしたそばから退職するケー

スが後を絶たず、焼け石に水状態です。慢性的な要員不足に加えて年休が思うように入らない、

突発休や休日勤務の常態化など疲労は増す一方です。これらの無策の被害者は社員です。職場の

労働条件が劣悪であるからこそ定着しないのです。そのことにメスを入れない限り定着率は決し

て良くなりません。

ＳＭＴは、３月ダイヤ改正から、現在の夜勤早番出勤を３０分早くして拘束時間を延長すると

いう提案をＳＭＴ労組にしたようです。これは日勤の超勤を削り夜勤者に肩代わりさせるもので

す。会社からの労働条件変更の提案には、私たちＪＲ東海労は夜勤早番出勤 30 分繰り上げの撤回

か 30 分を超勤扱いとするよう要求します。労使対等の原則を基礎に提案を丸呑みするのではなく

労働組合として、毅然と対応するべきです。

これからも労働条件の改善に向けて声を出し続けましょう！
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≪ ＳＭＴに対する諸要求（要旨） ≫

＊大井日勤事業所および大井夜勤事業所に関する事項について

●必要な時に年休が取れるようにすること。

●年休は冠婚葬祭や通院、入学式、卒業式などの社会通念上誰もが認められる事情を考慮すること。

●抽選による年休の早期申し込み制度を改正して社員の年間計画による連続休暇制度とすること。

●ダイヤ改正後の拘束時間の延長については撤回すること。できないのであれば 30 分は超勤扱い

とすること。

●第二検修庫 2 階詰所の空調設備を新しいものに交換すること。

●出向者にも便洗手当を、大掃手当の復帰をすること。

＊新横浜ファシリティに関する事項について

●出入証および通行証の扱いについて、出退勤時に各 5 分がサービス労働となっている。改善する

とともにこれまでの未払い分を支払うこと。

●出向組合員にも便洗手当を支給すること。また、現在支給されている便洗手当を倍額とすること。

●ロッカールームの側にシャワールームを３ヶ所設置すること。

＊三島事業所に関する事項について

●汚物処理の建物の中の照明設備を修理し、換気能力を向上すること

●作業員の増員を図り、喫煙ブース担当者の確保をすること。


